
松本市小規模特認校制度指定校 松本市立中山小学校  

 

令和９年度 転入・入学児童募集要項 

 １ 松本市小規模特認校指定について  

松本市の「小規模特認校」とは、今ある通学区は現状のまま、加えて松本市内全域より通学を希望する児童を迎える制度です。 

本校は、松本市街地から近い場所にあり、豊かな自然や伝統的な歴史・文化に根差した環境を踏まえて教育活動を行っています。 

また小規模校の特性を活かし、一人一人の個性を尊重しながら、縦割りのかかわりから優しさを学び、一人ひとりが生き生きと学習できる

環境づくりを目指しています。 

これらを実現するため、子ども一人ひとりのねがいを大切にし、地域に根差した体験活動を通して、探究する喜びを味わい、将来の自分を

確かなものにできる小規模校として松本市より指定されました。 

 

２ 令和９年度転入・入学児童募集について 

(1) 中山小学校の教育活動の中で学び、力を発揮できるお子さんを募集します。 

中山小学校の教育活動の特徴 

  

詳細は別紙参照 

 

 

 

(2) 募集人数・受け入れ枠と許可基準 

全学年学区内児童を含めて 25 名以内とします。学区内児童数によって各学年の受け入れ人数は異なります。 

また、決定については、学校の運営方針や学校の施設の状況を総合的に判断して、校長と教育委員会が協議のうえ決定します。 

(3) 募集条件 

学校開放日6 月６日(土)体育フェス 10 月1６日（金）音楽フェス 12 月４日（金）中山っ子フェス、にて全校児童の活動の 

様子を見学ください。 

(ア) 松本市内に保護者とともに居住し、中山小学校の教育計画に沿った学校生活ができること 

自分の力を発揮して学習や学校生活を行う強い意志がありかつ 1 年以上通年通学すること 

(イ) おおむね片道1 時間以内で通学できること 

(ウ) 保護者送迎により通学し、始業や下校時刻に送迎ができること 

(エ) 中山小学校の教育活動及び PTA 活動について賛同し、協力できること 

※中山小学校への就学を許可した後において、申請の事実と異なり、またはこの制度の趣旨に添わない事由が生じ、支障があると 

認められたときは、就学を取り消すことがある。 

※進学先の中学校は、希望があれば開成中学校への入学も認められる。 

 

(4) 今年度の募集計画  

学校案内配布、チラシ配布、募集案内配布・・・5 月頃よりホームページか各幼保園にて配布 

（ア）７月２２日(水) 小規模特認校学校説明会① 

（イ）９月 ７日(月) 小規模特認校学校説明会② ※学校見学等 案内・相談 随時  

（ウ）９月 ８日(火) 体験入学期間 

(エ)１１月３０日(月) 体験入学終了 

(オ)お子さんの実態により個別の体験入学③  

(ｶ)１１月３０日(月) 令和９年度転入生入学生募集締め切り  

 (5) 小規模特認校への転入・入学における注意点 

 （ア） 転入・入学は、4 月 1 日となります。（学区内に転入の方は随時） 

 （イ）学校見学（数回の実施）、体験入学（一日単位、一週単位）で適応状況を見ます。 

 

 ３ その他  

○ 本校への転入に関しましては、在籍校との相談を十分に行ってください。本校も在籍校と連絡を取り合いながら、転入について 

相談させていただきます。 

○ お子さんの思いやご家族の思いをしっかりとお聞きした上で、転校によるメリットやデメリット、本校の特徴、教育課程などご説明 

させていただきます。 

〇少人数を生かした基礎基本の定着・ICT の活用 

 自分の学び方を知り、自分に合った方法を身に付ける 

〇自然環境を活用した「わくわく」する体験学習 

教科と結びつきを大切にして意欲を高める 

〇異年齢でまざり、児童が参画する学校づくり 

 まざってあそぶ、たのしむ 

 


